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綱紀委員会規則全⾯改正による綱紀規則の制定について 

                

全剣連 第０７－４０１ 

令 和 ７ 年 1 1 ⽉ ７ ⽇ 

          全⽇本剣道連盟 会⻑ 真砂 威 

 

 全⽇本剣道連盟 団体会員 御中 

  

 全剣連におきましては、去る 11 ⽉ 2 ⽇の理事会において、全会⼀致の決議によ

り、従来の綱紀委員会規則を全⾯改正し、「公益財団法⼈全⽇本剣道連盟 綱紀違

反⾏為及び処分等に関する規則」(略称「綱紀規則」)を制定しました。 

 スポーツ団体における不祥事等の綱紀案件が後を絶たず、組織のガバナンス 

の充実や綱紀の保持の必要性が⾼まっている今⽇、各団体会員におかれまして 

は、綱紀規則制定の意義・⽬的と内容をよく理解された上、各団体会員及び傘下 

の剣道諸団体にもこれを周知していただき、組織内の綱紀の保持に努めるとと 

もに、万⼀綱紀案件が発⽣した場合の適切かつ迅速な対応を図られますようお 

願いいたします。 

 

 



2 
 

第１ 綱紀規則制定の背景事情及び経緯等 

 １ 綱紀委員会規則は平成 24 年に制定されたが、綱紀案件の審査を⾏う中で、 

不備や不明確な点が少なくなく、問題点が発⾒される都度、７回にわたり部分

改正を⾏ってきた。しかし、規則全体の整合性を図るとともに、これまで規定

を⽋いていた重要な点について新たな条⽂を設けるなどの抜本的な改正を⾏

う必要性が認められた。 

２ 綱紀委員会では、規則全⾯改正の「素案」を作成し、令和 6 年 2 ⽉ 5 ⽇、事

務局から理事及び監事等関係者に事前配布し、意⾒を求めた。 

３ これらを踏まえ、規則全⾯改正検討作業を⾏う PT を⽴ち上げた。 

  ※川上綱紀委員会委員⻑、関亮⼦・太⽥茂委員、吉岡成⼦理事、中⾕専務理事 

４ 令和 6 年 8 ⽉ 28 ⽇、全国の団体会員に対するアンケート調査を実施した 

(添付資料③)。 

５ ＰＴでは、同年 9 ⽉ 6 ⽇から令和 7 年 4 ⽉ 18 ⽇まで、7 回の会議を⾏い、

規則全⾯改正の「修正案」を作成し、事務局に提出した。 

６ 令和 7 年 5 ⽉ 12 ⽇、事務局は、この修正案を、その作成経過と内容を詳細

に記載した報告書と共に、理事及び監事等関係者に送付し、意⾒を求めた。 

 ７ これら関係者から、修正案に変更を必要とするような異論はなかったので、

執⾏部・事務局において、これを踏まえて綱紀規則制定案を作成し、11 ⽉２

⽇の理事会に提出され、制定が決議された。 
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第２ 新たに制定された綱紀規則の要点               

 ア 全体を、「第 1 章 総則」「第 2 章 綱紀違反⾏為等及び処分等」「第 3 章 綱

紀審査及び処分の⼿続等」「第 4 章 復活等決定」「第 5 章 再審査⼿続」「第

6 章 補則」の章構成とした。 

 イ それぞれの章の各条⽂について、現⾏規則にあった不整合、不明確な点につ

いて修正・補充した。 

 ウ 仮処分制度について、その⼿続や効果などを具体的に規定した。 

 エ 予備審の任務や外部調査委員会との関係についても整理・補充した。 

 オ 被審査者の剣道⾏事等における活動制限の規定を設けた。 

 カ 綱紀審査⼿続について、弁護⼈等の⽴会を認めることができるようにするな

ど、審査⼿続の規定を補充・整備した。 

 キ 団体会員における構成員に対する綱紀の処分について、審査・処分に関する 

  基本的な在り⽅の指針を訓⽰規定として定めた。また、除名処分のために全剣 

連会⻑の承認を求める⼿続を具体的に定めた。 

 ク これまで簡潔な規定しかなかった復活決定について、その具体的内容や申 

⽴の⼿続について⼤幅に補充した。 

 ケ なお、綱紀処分を受けた被審査者の救済⼿続については、従来、スポーツ仲

裁機構によるほかは、訴訟を提起するしかなかった。しかし、全剣連内部にお

いて、何らかの不服申し⽴て制度を設けるべきではないか、ということは、綱
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紀委員会でもその意⾒があり、監事からも指摘されていた。そのため、原綱紀

処分が誤りであった場合の救済制度として、「再審査⼿続」を新設した。 

 

第３ 団体会員において留意頂きたい事項等 

ア 全国の団体会員は、それぞれが独⽴した⾃治権を有する組織であって、全剣

連の下部組織ではない。全剣連は、剣道については全国の団体会員を指導する

⽴場にあるが、団体会員の組織・運営については、団体会員の⾃治に委ねられ

ている。 

   綱紀保持や組織のガバナンスについても、基本的に、それぞれの団体会員が

⾃治権に基づいて、発⽣した不祥事などについての綱紀に関する処分を⾏う権

限・責務を有する。しかし、団体会員に登録された構成員は、全剣連会員規則

に基づき、同時に全剣連の「特別個⼈会員（いわゆるみなし個⼈会員）」とな

る。従って、その不祥事等が、同時に全剣連の綱紀規則にも反するものであれ

ば、団体会員における綱紀に関する処分と、全剣連の綱紀処分の双⽅が⾏われ

ることになる（これは⼆重処罰には当たらない。）。 

 イ 団体会員に⾃治権があるとはいえ、ガバナンスの充実、綱紀の保持について

は全剣連と⽬的を共有している上、事案についての処分が適正・妥当に⾏われ

るため、団体会員は、次の点を理解し、遵守する必要がある。 
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① 各団体会員において、綱紀保持・処分について、綱紀規則第 18 条を踏まえ

て、適切妥当な定款・規程類及び態勢を整備すること(※)。 

※団体会員へのアンケート結果(添付資料③)によれば、綱紀保持・処分に関する

定款・規定の整備状況や対応態勢は⼀様ではない。団体会員の規模や役職員の

態勢等は様々であるため、これらを統⼀し、画⼀的なものにすることは必要で

もなく適切でもない。各団体会員においては、綱紀規則や同アンケート結果を

参考としつつ、各団体会員の組織・運営の実情に応じた適切・妥当な制度の整

備と運⽤を⾏うことが求められる。 

② 当該処分の効⼒は、当該団体会員内部のみに及ぶのが原則であるので、当

該⾏為が重⼤⼜は悪質であるため、称号・段位について処分することや他

の団体会員に対しても効⼒を及ぼさせることが適切であると思料される場

合には、全剣連に対して、綱紀規則第９条第１項による綱紀処分の申⽴を

⾏うこと。 

③  称号・段位(級位は除く)に関する処分は、全剣連のみが権限を有すること。 

※団体会員が、その処分が必要であると考える場合には、全剣連に対して綱紀 

審査の申⽴を⾏うこと。 

④  団体会員がその構成員に対し除名処分を⾏おうとする場合には、綱紀規則

第 18 条第 4 項に基づいて全剣連会⻑に対し承認を申請すること(※)。 

※除名処分の重⼤性に鑑み、綱紀に関する団体⾃治の例外である。 
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⑤  団体会員の構成員が重⼤な不祥事を発⽣させた場合や、その事案について

綱紀の処分を⾏った場合には、全剣連事務局に対し、時宜を得た適切な報

告を⾏うこと。 

 

(添付資料) 

①  綱紀規則（注書き版） 

②   同   (反映版) 

③  団体会員へのアンケート結果 

                             (以上) 



公益財団法人全日本剣道連盟  
綱紀違反行為及び処分等に関する規則(注書き版) 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、公益財団法人全日本剣道連盟定款（以下「定款」という。）

に基づき、公益財団法人全日本剣道連盟（以下「全剣連」という。）の会員、

称号・段級位保有者又は役職員等の綱紀違反行為とそれに対する処分等につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 
※1 会員には、個人会員（みなし個人会員）と団体会員を含む。 

 ※2 称号・段級位の保有者は、会員・非会員を問わず、綱紀処分の対象となり、その剥

奪等の処分は、綱紀審査手続によって行われる。 
 ※3 会員が綱紀違反行為を行った場合には、会員資格についての綱紀処分と称号・段

級位の綱紀処分の双方の対象となり、非会員の場合には、称号・段級位の処分と登録

禁止・停止処分の対象となる。 
 ※4 行為時に会員でなかった者については、犯罪行為などを行った場合でも、称号・

段級位に関する処分を除き、「会員の綱紀違反行為」ではないので、会員資格に関す

る綱紀処分の対象とはならない。その者が入会申請をしてきた場合には、登録禁止

の問題ではなく、入会審査の問題となるだけである。 
  ※5 綱紀違反行為を行った後、処分前に退会した者も、行為時には会員であったので

「会員の綱紀違反行為」の中に含まれる。平成 31 年の綱紀委員会規則改正による、

「除名に代えての登録禁止処分」の対象となる。 
※6 役職員等の「等」は、８条 1 項参照。 

 ※7 復活等決定は「処分」ではないので、「等」に含める。 

（会長の権限と職務代行） 

第２条 本規則が定める全剣連会長（以下「会長」という。）の権限及び責務に

ついては、会長に事故等があって不在であるか職務執行が著しく困難である

場合、又は綱紀審査の対象が会長自身である場合には、定款第４０条第２項が

定める全剣連理事会議長代行順位に従って、会長の職務を代行する者がそれ

を行うものとする。 

（綱紀委員会の組織等） 

第３条 定款第５８条に基づいて設置される綱紀委員会の組織等は次のとおり

とする。 

１ 綱紀委員会は、全ての綱紀委員で組織する。 

２ 綱紀委員は、５人以内とし、会長が理事会の決議によって委嘱する。 

３ 会長は、綱紀委員の中から委員長を指名するものとする。綱紀委員会の議

長は、委員長とする。 

４ 綱紀委員の任期は、委嘱の日から２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前

に退任した綱紀委員の補欠として選任された綱紀委員の任期は、退任した綱

紀委員の任期が満了する時までとする。 

５ 綱紀委員は、任期満了後においても、後任の綱紀委員が就任するまでの間

は、なお綱紀委員として職務を行うものとする。 

６ 綱紀委員は、再任を妨げない。 



- 2 -

７ 綱紀審査の対象者が綱紀委員自身である場合には、当該審査において、そ

の者は審査及び意見書作成に関与することができない。 

（事務局） 

第４条 綱紀委員会の運営に係る事務は、全剣連の事務局が処理する。 

（諮問等予備審査会及び外部調査委員会） 

第５条 

 １ 会長の綱紀委員会に対する諮問の要否の審査及び本規則が定めるその他

の任務を行うため、全剣連に、諮問等予備審査会（以下「予備審」という。）

を置く。予備審は、全剣連の専務理事、綱紀委員会担当の業務執行理事及び

外部有識者を含む会長が指名する者若干名（現に綱紀委員である者を除

く。）で組織し、その事務は全剣連の事務局が処理する。予備審の議長は、

専務理事とする。これらの者に事故等があって不在であるか職務執行が著

しく困難である場合、又は綱紀審査の対象がこれらの者自身である場合に

は、会長が指名する者がその任務を行うものとする。 
※ その他の任務とは、仮処分についての意見具申、団体会員における除名処分の

承認手続、復活等決定の個人申立の場合の特例、再審査手続の事前審査等を指す。 

 ２ 公益財団法人全日本剣道連盟倫理規程（以下「倫理規程」という。）及び

公益財団法人全日本剣道連盟倫理委員会規程(以下「倫理委員会規程」とい

う。)に基づき、役職員等による定款、公益財団法人全日本剣道連盟におけ

る倫理に関するガイドライン（以下「倫理に関するガイドライン」という。）

及びその他の規則等に違反する行為の事実確認等のために設置される外部

調査委員会の組織については、倫理委員会規程が定めるところによる。外部

調査委員会が事実確認等を行う審査手続や、事案が本規則の定める綱紀違

反行為に該当する可能性がある場合の会長に対する意見具申の手続等につ

いては、倫理規程及び倫理委員会規程によるほか、本規則が定めるところに

よる。 
※ 倫理規程 5 条は、役職員等の違反行為については「綱紀委員会規則にしたがっ

て会長による厳正処分を行う」としており、倫理委員会規程第 7 条の２第 4 項は、

「審査手続等については、全剣連綱紀委員会規則の定めるところによるほか日本

弁護士連合会作成の『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』に準拠す

るものとする」としている。  

第２章 綱紀違反行為及び処分等 

（個人会員及び称号・段級位保有者の綱紀違反行為及び処分等） 

第６条 

 １ 全剣連の個人会員（公益財団法人全日本剣道連盟会員規則(以下「会員規

則」という。)第４条に基づく「特別個人会員」又は「一般個人会員」をい

う。）、又は称号・段級位の保有者は、次の各号の一に該当する綱紀違反行

為（刑罰法令に違反する行為及び会員規則第５条第１項の規定に違反する

行為を含む。以下「個人違反行為」という。）をしてはならない。 

① 定款、倫理に関するガイドラインその他全剣連の規則・規程に違反す

る行為（試合・審判規則等に定める競技に関する規則違反を除く。） 

② 全剣連の名誉を傷つけ、又は全剣連の目的に反する行為 

③ その他全剣連の個人会員又は称号・段級位の保有者として不適当と

認められる行為 
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 ２ 個人会員による個人違反行為に対する綱紀処分は、次の各号に掲げると

おりとする。 

① 称号・段級位の停止処分 

② 称号・段級位の自主返上勧告処分 

③ 称号・段級位の返上処分（前号の処分を除く。） 

④ 称号・段級位の剥奪処分 

⑤ 個人会員資格の停止処分 

⑥ 個人会員資格の自主返上勧告処分 

⑦ 個人会員資格の返上処分（前号の処分を除く。） 

⑧ 個人会員の除名処分（個人会員資格の剥奪処分をいう。） 

⑨ 口頭又は文書による厳重注意処分 

⑩ 前各号に付随し又は関連する処分 

 ３ 前項第２号及び第６号の自主返上勧告処分については、返上の期限を定

めるものとし、その処分を受けた者が期限内に自主返上を行わなかった場

合には、自主返上勧告処分を返上処分とみなす。 

 ４ 第２項第５号から第８号によって個人会員資格を停止され又は喪失した

被審査者は、その所属する団体会員における会員資格も停止され、又は喪失

する。会員資格の停止期間が満了したとき又は本規則第４章による復活等

決定の方法による場合を除き、いずれの団体会員の会員となることも認め

られない。 
    ※ 団体会員に所属する者は全剣連の個人会員とみなされるため当然のことである 

が、注意的に規定したもの。 

 ５ 第２項の処分における権利の制限又は剥奪の範囲等については次のとお

りとする。 

① 同項第１号から第４号までの称号・段級位の停止処分、自主返上勧告

処分、返上処分及び剥奪処分は、処分時点で個人会員が保有する最高の

称号・段級位の停止、返上又は剥奪（以下「停止等」という。）を原則

とし、全ての称号・段級位の停止等を行う場合は、処分においてその旨

を明示する。 

② 同項第５号から第８号までの個人会員資格の停止処分、自主返上勧

告処分、返上処分及び除名処分は、称号・段級位の停止等を含むものと

する。この場合、停止等の範囲については前号の規定を準用する。 

６ 個人会員資格を有していた者が個人違反行為を行った後、綱紀処分を受

ける前に退会した場合において、第２項第５号及び第８号の会員資格に関

する処分は、会員資格登録の停止（第５号）及び登録の禁止（第８号）と読

み替える。 
※ 現行規則では「個人会員資格を有しない者」との文言である。元々、行為時に会 

員でない者は会員資格に関する全剣連の規範の対象とならないので、これに含ま 

れないのは解釈上当然のことであったが、この点の疑義を避けるため、より具体 

的に規定した。 

７ 個人会員資格を有しない称号・段級位の保有者による個人違反行為が、次

のいずれかに該当し、称号・段級位の保有者としてふさわしくなく、それを

認めることが全剣連の名誉、権威、秩序、運営に支障をもたらすと判断され
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る場合においては、称号・段級位の停止等及び会員資格登録の禁止又は停止

を行うことができる。 

②  重⼤⼜は悪質な⾏為により有罪の裁判が確定した場合 

② 剣道の稽古、指導、試合、剣道団体の行事等において違法又は不適切

な行為を行った場合 
※1  定款 60 条が「会長は～～別に定めるところにより、所要の審査を経て、返上を

命じ～～」としているのは、綱紀委員会規則に基づく審査により綱紀処分として

行うことを意味している。 
※2 その対象者は、会員・非会員を問わない。現実にも、会員登録していない指導

者が暴力等の問題を起こしたため、処分できるようにしてほしいという訴えがあ

る。現在の都道府県会員登録システムでは、昇段試験受審等の事情がないと会員

登録しない有段者も多くみられるので、非登録者による剣道関係不祥事が発生す

る可能性が少なくなく、綱紀処分を行えるようにすることの必要性は高い。 
※3 昔に段位を得たが剣道を続けていない者も多く、また重大悪質でない行為が剣

道とは無関係の場で行われた場合などには、綱紀処分の必要性が乏しいことが少

なくないので、事案に応じて裁量的に行えるものとし、上記①②のいずれかに該

当し、処分の必要性が高い場合に限定することとした。これにより、全国の多数

の非会員の段級位保有者は、よほどの場合でなければ、剥奪等の処分の対象とは

ならないだろう。 
   ※4 非会員の称号・段級位の保有者が剥奪等の処分を受けた場合、その後に会員と

なることを許すべきでない場合もあるため、登録の禁止・停止も行えるものとし

た。 

８ 第２項第１号及び第５号の処分においては、無期又は有期の停止期間を

定めなければならない。有期は１年以上１０年以下とする。 
   ※ 現行規則は、有期の停止期間は 1 年以上 5 年以下であるが、5 年では軽すぎる

場合、いきなり無期とするしかなく、事案に応じた選択肢が少なすぎるので、10

年以下に改めた。 

 ９ 第２項第１号から第８号までの処分については、会長は、当該処分後１年 

以上５年以下の期間を定め、その執行を猶予することができる。ただし、当

該執行猶予期間中に限り、処分後の情状等を踏まえ、執行猶予を取り消して

当該処分を執行することができる。 

１０ 第２項第１号から第８号までの処分については、会長は、処分後１年以

上の期間を定め、本規則第４章による復活等決定の申立を禁止することが

できる。 
※ 有期の停止処分を 10 年以下としたため、その場合にも復活決定の対象とした上 

で、一定期間の復活決定申立を禁止することができるものとした。 

 １１ 第２項第１０号の処分には、訓戒処分、称号・段級位証書の返還命令等

を含むものとする。 

（団体会員の綱紀違反行為及び処分等） 

第７条  

１ 全剣連の団体会員は、次の各号の一に該当する綱紀違反行為（刑罰法令に

違反する行為及び会員規則第３条の規定に違反する行為を含む。以下「団体

違反行為」という。）をしてはならない。 

① 定款その他全剣連の規則・規程に違反する行為 

② 全剣連の名誉を傷つけ、又は全剣連の目的に反する行為 
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③ 全剣連の会費を２年以上滞納する行為 

④ その他全剣連の団体会員として不適当と認められる行為 

２ 団体違反行為に対する綱紀処分は、次の各号に掲げるとおりとする。 

① 団体会員資格の停止処分 

② 団体会員資格の自主返上勧告処分 

③ 団体会員資格の返上処分（前号の処分を除く。） 

④ 団体会員の除名処分（団体会員資格の剥奪処分をいう。） 

⑤ 口頭又は文書による厳重注意処分 

⑥ 前各号に付随し又は関連する処分 

３ 前項第１号の処分においては、無期又は有期の停止期間を定めなければな

らない。有期は１年以上１０年以下とする。 

４ 第２項第２号の処分については、前条第３項の規定を準用する。 

５ 第２項第１号から第４号までの処分については、会長は、当該処分後１年

以上５年以下の期間を定め、その執行を猶予することができる。ただし、当

該執行猶予期間中に限り、処分後の情状等を踏まえ、執行猶予を取り消して

当該処分を執行することができる。 

６ 第２項第１号から第４号までの処分については、会長は、処分後１年以上

の期間を定め、本規則第４章による復活等決定の申立を禁止することができ

る。 

７ 第２項第６号の処分には、訓戒処分を含むものとする。 

（役職員等の綱紀違反行為及び処分等） 

第８条 

１ 倫理規程第 2 条が定める全剣連の役職員等（評議員、役員、顧問、相談

役、審議員、参与、名誉役員及び専門委員会委員その他会長が委嘱した委員

会委員並びに職員をいう。)は、次の各号の一に該当する綱紀違反行為（刑

罰法令に違反する行為及び会員規則第５条第１項の規定に違反する行為を

含む。以下「役職員等違反行為」という。）をしてはならない。 

① 定款、倫理に関するガイドラインその他全剣連規則・規定に違反する

行為（試合・審判規則等に定める競技に関する規則違反を除く。）。 

② 全剣連の名誉を傷つけ、又は全剣連の目的に反する行為 

③ その他全剣連の役職員等として不適当と認められる行為 

２ 役職員等違反行為に対する綱紀処分は、役員等については次の各号に掲

げるとおりとする。職員については就業規則による。 

① 評議員会に対する評議員、理事又は監事の解任勧告処分。その他の役

職員等については、任命権者に対する解任勧告処分 

② 対象者が有する全ての役職の辞任勧告処分 

③ 特定の役職の辞任勧告処分 

④ 全て又は特定の役職に係る職務執行停止処分（職務執行停止期間は

３カ月以上とする。） 

⑤ 口頭又は文書による厳重注意処分 
※1「勧告処分」は、解任そのものではない。「勧告」を綱紀処分とし、その後の 

解任はそれを受けた結果、と整理した。 

※２ 職務の執行停止は、暫定的措置であるので、任命権者によらず、会長権限で 
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行えるものとした。 

 ３ 役職員等による行為が個人違反行為にも該当する場合には、前項各号に

加えて、第６条第２項各号又は第７項の綱紀処分を行うことができる。 

４ 全剣連の役職員等は、役職員等に係る綱紀違反行為の疑いを把握した場

合、予備審に対し、その内容を通報しなければならない。 

第３章 綱紀審査及び処分の手続等 

（綱紀処分の申立） 

第９条 

 １ 全剣連の団体会員は、会長に対し、当該団体会員の構成員たる個人会員、

他の団体会員又は全剣連の役職員等の綱紀処分を求める申立をすることが

できる。団体会員の構成員たる個人会員が、綱紀違反行為を行った後、当該

団体会員から退会した場合も同様とする。 

 ２ 全剣連の個人会員又は団体会員以外の団体等（以下「個人会員等」とい

う。）は、会長に対し、当該個人会員等が所属し若しくは所属していた団体

会員（以下「所属団体」という。）、他の個人会員又は全剣連の役職員等の

綱紀処分を求める申立をすることができる。 
  ※1 団体会員以外の団体等とは、団体会員傘下の団体(例えば市町村剣道連盟、会

員が集まって任意に作った組織などをいう。 
    ※2 所属団体以外の団体会員に対してまでは個人会員等の申立権は不要とした。 

 ３ 前２項の申立は、会長に対し、次の事項を記載した綱紀処分申立書及び当

該申立を裏付ける関係書類等の資料を提出してこれをしなければならな

い。 

① 対象者を特定するに足りる事項 

② 対象者がした行為の具体的内容 

③ 前号の行為が該当する個人違反行為、団体違反行為又は役職員等違

反行為を規定する全剣連規則の条項等 

（諮問及びその手続） 

第１０条 

 １ 会長は、前条第１項に規定する団体会員からの申立を受けた場合は、綱紀

委員会に対し、諮問をしなければならない（以下「一般諮問」という。）。 

２ 前条第１項の申立がない場合であっても、予備審又は外部調査委員会か

ら諮問を必要とするとの意見具申があったときは、会長は、綱紀委員会に対

し、諮問をしなければならない(以下「特別諮問」という。）。 
※ 予備審が諮問必要の意見具申をした場合には、組織のガバナンスの観点から、 

会長が個人的判断でそれを否定することは許されない。予備審は、顧問弁護士他

1 名の外部弁護士もメンバーで、外部者も含まれる機関であり、関係者の事情聴

取や審査資料の直接検討などは、予備審が行うため、その意見は会長として受け

入れるべきである。ただ、予備審は、綱紀委員会のような独立性はなく、会長の

補佐機関であるので、会長と予備審は、審査開始当初から随時報告や相談を行う

ことは許され、予備審と会長の意見が対立するような事態は避けることができ

る。  

（予備審査等） 

第１１条 

 １ 予備審は、全剣連の個人会員等から第９条第２項による綱紀処分の申立
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がなされた場合のほか、綱紀違反行為が存在する疑いについて確度の高い

情報等を入手した場合において（第８条第４項により、役職員等の綱紀違反

行為の疑いについて通報を受けた場合も含む。）、当該事案に関する調査等

の予備審査を行う。予備審査においては、所属団体その他当該事案に関係す

る団体又は個人に対し、情報・資料の提供を求めることができる。予備審査

が終了した場合、予備審は、会長に対し、綱紀違反行為が存在する疑いの強

さ、その概要及び根拠、綱紀委員会に対する特別諮問の要否等について、意

見具申を行わなければならない。 

 ２ 外部調査委員会による事実確認等の審査手続及び会長に対する意見具申

の手続については、前項の規定を準用する。 
※ 倫理委員会規程第 7 条の 2 第 4 項は、外部調査委員会の「審査手続等について

は、全剣連綱紀委員会規則の定めるところによるほか～～」としている。 

 ３ 会長は、特別諮問を不要とする予備審又は外部調査委員会の意見具申に

基づいて特別諮問を行わないこととした場合には、その旨及び理由を綱紀

委員会に通知しなければならない。 

 ４ 予備審又は外部調査委員会が特別諮問を不要と意見具申した事案につい

て、綱紀委員会は、それに疑義があると判断した場合、会長に意見具申をす

ることができる。会長は、当該意見具申に基づき、予備審の意見を聴いた上

で、改めて特別諮問の要否を決定するものとする。 
   ※1 後段については、会長の個人的判断に委ねるのは適当でないため、予備審の意

見を聴く仕組みとした。なお、本項の綱紀委員会の意見具申も、会長が予備審の

意見を聴くことも、綱紀審査や予備審査手続を行うことまでは意味しない。綱紀

委員会や予備審は、適宜の方法で協議して意見をまとめればよい。 

    ※2 特別諮問が必要ではないかとの綱紀委員会の意見具申があった場合でも、会

長はそれに拘束はされない。しかし、その意見を尊重して、特別諮問を行うこと

に方針を変更することはありえる。検察審査会制度でも、検審の「不起訴不当」

との判断は、原則的に検察を拘束しないが、検察はそれを尊重して再捜査を行い、

起訴方針に転換することはしばしばある。 

（仮処分） 

第１２条 

１ 予備審は、事実関係が明白で争いがなく、かつ緊急を要するときは、第６

条第２項第１号から第８号まで又は同条第７項に関する仮処分を行うこと

を会長に意見具申することができる。会長は、これを相当と認めるとき、仮

処分を行う。 
※ 厳重注意や付随関連処分を除外した。団体会員及び役職員等については対象と

しないこととした。 

 ２ 仮処分が行われた事案について、その後の事情により、その必要性がなく

なったと判断される場合には、会長は、諮問前であれば予備審の、諮問後で

あれば綱紀委員会の意見を聴き、第１５条第１項による決定を行うまでの

間、仮処分の取消しを行うことができる。 
※ 本項及び次項は、仮処分に関する手続規定を整備したもの。 

 ３ 会長は、仮処分又は仮処分の取消しを行ったときは、速やかにこれを被審

査者に告知する。 

（諮問を要しない場合） 
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第１３条 第９条から第１１条までの場合において、被審査者の死亡その他綱

紀審査を行う必要がないことが明らかな特段の事情が生じたときには、会長

は諮問を行わないものとする。その場合、会長はその旨を理事会、綱紀委員会

及び予備審又は外部調査委員会に通知しなければならない。 

※ ⼿続規定を整備したもの。 

（綱紀委員会の審査手続） 

第１４条 

１ 綱紀委員会は、会長の諮問を受けて審査を開始する。綱紀委員会委員長は、

当該諮問があったときは、綱紀委員会を招集しなければならない。綱紀委員

会は委員の過半数の出席により成立する。 

２ 前項の審査は、非公開とする。ただし、綱紀委員会は、必要と認める場合

には、全剣連の業務執行理事の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

３ 綱紀委員会は、被審査者たる個人会員又は個人会員であった者、称号・段

級位保有者、団体会員及び役職員等のほか、当該事案について知識等を有す

る団体又は個人の参考人に対し、必要な報告（綱紀委員会における陳述のほ

か、陳述書、資料の提出等を含む。以下同じ。）を求めることができる。ま

た、法令の認める方法により、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項

の情報・資料の提供を求めることができる。 

 ４ 前項の報告を求められた被審査者又は参考人は、速やかに所要事項を報

告しなければならない。 

 ５ 被審査者は、綱紀審査の手続において、必要な弁明又は主張を行うことが

できる。綱紀委員会は、被審査者の弁明又は主張を聴取する審査手続におい

て、必要かつ適切と認めるときは、弁護士、保護者等の立会又は傍聴を許す

ことができる。この場合、立会者又は傍聴者は、綱紀委員会委員長の指示に

従わなければならない。これらの者は、立会又は傍聴によって知った情報を

漏洩してはならない。 
 ※ 不利益処分を課すための調査手続なので、対象者の権利保護の観点から新設す 

るもの。弁護人の立会は、刑事事件公判におけるような権利性はなく、委員会 

の合理的な裁量判断による。刑事事件公判と異なり、被審査者は、毎回の審査 

期日の出席は認められていないので、弁護人の立会を認めるのは、被審査者の 

弁明等聴取の手続の場合に限ることとした。 

６ 綱紀委員会は、所要の審査を遂げ、その結果に基づいて、諮問に対する意

見書（以下「意見書」という。）を作成しなければならない。意見書には、

綱紀違反行為が認められた場合には、その具体的内容及び認定の根拠並び

にそれに対して相当と考えられる綱紀処分の内容についての意見を記載す

る。綱紀違反行為を認めるに足りる証拠がないか、不十分である場合又は綱

紀違反行為は認められるが事案軽微であるため処分の必要を認めない場合

には、その旨と根拠を記載しなければならない。綱紀審査開始後に被審査者

が死亡するなど綱紀処分の必要性がないことが明らかとなった場合も同様

とする。意見書の作成に当たっては、第１項の規定にかかわらず、原則とし

て委員全員の出席を必要とする。意見書の内容について委員の意見が一致

しない場合には、多数決とし、その旨を意見書に記載するものとする。 

７ 会長が第１２条に基づいて仮処分を行った事案については、綱紀委員会
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は、綱紀審査手続において、当該仮処分の当否についても審査を行い、綱紀

委員会の意見書にこれに関する判断をも記載しなければならない。 

８ 綱紀委員会は、意見書を作成するに先立ち、被審査者たる個人会員若しく

は個人会員であった者、称号・段級位保有者、団体会員又は役職員等に対し、

当該被審査者の綱紀違反行為に関する弁明等を記載した陳述書の提出を求

めるなど、弁明の機会を与えるものとする。ただし、当該被審査者から弁明

をしない旨の申立があった場合はこの限りでない。 
     ※ 5 項の弁明・主張は、審査中の証拠調べの一環としてなされるものであり、本 

    項は、審査が終了して意見書を作成するに先立って与えられる弁明の機会で、刑 

事裁判でいえば最終陳述に相当する。 

９ 綱紀委員会は、会長に対し、意見書の提出をもって、諮問に答申するもの

とする。 

１０ 綱紀委員会の審査については、その経過及び結果を記載した議事録を

作成する。議事録は、非公開とする。 

（処分の決定及び通知等） 

第１５条  

１ 会長は、意見書に基づき、処分を決定するものとする。綱紀違反行為を認

定するに足りる証拠資料がないか、不十分である場合又は綱紀違反行為は認

められるが事案軽微若しくは被審査者の死亡などにより処分の必要を認め

ないときは、処分しないことを決定しなければならない。決定に当たっては、

会長は、理事会の決議を事前に得なければならない。また、評議員会に報告

しなければならない。 

２ 仮処分が行われていた事案について、前項により、綱紀処分の決定又は処

分しないことの決定がなされたときは、仮処分の効力は失われる。 

３ 第６条第２項各号の処分（第１号から第４号のうち、級位に関する処分を

除く。）、同条第７項の処分、第７条第２項各号の処分及び第８条第２項各

号の処分は、いずれも会長が自ら行うものとし、これを他の者（団体会員の

長を含む。）に委任することができない。 
   ※ 級位の授与は団体会員に委任しているので、これのみは、その停止や剥奪の処分

を団体会員に委任できる。  

４ 会長は、綱紀処分の決定をしたときは、被審査者に対し、処分等の事由の

要旨を記載した綱紀処分決定書を送達し、もって綱紀処分を行う。その場合、

申立人に対し、当該綱紀処分決定書の写しを送付して通知を行うものとす

る。被審査者が個人であり、所属団体がある場合には、会長は、所属団体の

長に対しても同様の通知を行うものとする。会長は、綱紀処分をしないこと

を決定した場合には、被審査者及び申立人、所属団体がある場合にはその長

に対し、その旨を通知しなければならない。 

５ 会長は、前項の綱紀処分の通知を行うに当たって、全剣連は公益財団法人

スポーツ仲裁機構の自動応諾条項を採択している旨を記載するものとする。 
 ※ 最近、ある団体会員において、会員に対し、資格停止 3 年間の処分がなされた

が、同機構での仲裁手続により、停止期間が 9 か月に短縮された事案があった。 

６ 会長は、第 6条第２項第８号の個人会員の除名処分、同条第６項若しくは

第７項による登録禁止処分、第７条第２項第４号の団体会員の除名処分、第

８条第２項第１号の役職員等の解任勧告処分を行った場合、第１８条第４項
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に基づき団体会員によるその構成員たる会員の除名処分若しくは会員であ

った者の登録禁止処分を承認した場合又は第１９条により他団体会員への

登録禁止処分を行った場合には、全ての団体会員に対して当該綱紀処分又は

承認の通知を行うものとする。その他の重要な案件に関する綱紀処分につい

ても、適切かつ必要と認めるときは、全ての団体会員に対して通知を行うこ

とができる。 

７ 会長は、前項の綱紀処分又は承認の通知を行った場合には、関係者のプラ

イバシー等に配慮しつつ、公表の有無及び内容を決定しなければならない。

個人の被審査者の氏名等の特定事項は、特にその必要がある場合には公表で

きるものとする。 

８ 会長は、第１項の決定をしたときは、綱紀委員会にその決定の内容を通知

するものとする。予備審が意見具申をしたものについては予備審に、外部調

査委員会が意見具申をしたものについては外部調査委員会に、それぞれ通

知するものとする。綱紀処分の決定をしたときは、当該綱紀処分決定書の写

しを送付するものとする。 

（綱紀処分の効力等） 

第１６条  

 １ 綱紀処分は、前条第４項の綱紀処分決定書が被審査者に送達された時か

ら効力を生じる。 

２ 第６条第２項第１号又は第５号の処分が効力を生じた場合には、被審査者

の称号・段級位又は会員資格は、停止期間が満了するまでの間、停止される。 

３ 第６条第２項第２号又は第６号の処分が効力を生じた場合には、被審査者

の称号・段級位又は会員資格は、被審査者が自主返上を行った時又は自主返

上の期限満了時から将来に向けて失われる。 

４ 第６条第２項第３号、第４号、第７号又は第８号の処分が効力を生じた場

合には、被審査者の称号・段級位又は会員資格は、将来に向けて失われる。 

５ 前３項の規定は、第 6条第 7項の規定により称号・段級位の停止等及び会

員資格の登録が禁止又は停止された場合に準用する。 

６ 被審査者の称号・段級位の停止又は喪失の効力が生じた場合、被審査者は、

当該称号・段級位の保有者として、試合、審判、段級位の受審、剣道指導等

をしてはならない。 

７ 第６条第９項本文の執行猶予がなされた場合において、当該執行猶予期間

が満了したときは、処分は効力を失う。その場合、称号・段級位の受審資格

の判定に際しては、執行が猶予された期間中も、これに含めるものとする。

ただし、当該執行猶予処分が取り消された場合は、この限りでない。 

８ 第６条第９項ただし書の執行猶予取消しがなされた場合には、当該執行猶

予に係る処分は将来に向けて効力を生じる。 

９ 本条の規定のうち会員資格に関するものは、第７条の団体違反行為に対す

る処分について準用する。 

（被審査者の剣道行事等における活動制限） 

第１７条 全剣連又はその団体会員は、綱紀違反行為について審査の申立がな

された場合、予備審査が開始された場合、外部調査委員会の調査が開始された

場合、仮処分が行なわれた場合又は綱紀委員会に諮問がなされた場合には、そ
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の主催又は共催する剣道大会その他の行事において、被審査者に対し、いかな

る立場や呼称を問わず、参加することを禁止又は制限することができる。綱紀

処分を受け、その効力が消滅していない者についても同様とする。綱紀違反行

為が認定されず、これらの手続が終結した場合には、その禁止等は解除され

る。 
    ※ 団体会員は、本来的に、その主催する大会や行事において、合理性と必要性が 

ある限り、その目的にふさわしくない者に対し、これらの制限を課す権限を持っ

ている。この規定は、創設的規定ではなく、当然できることの確認規定であるが、

これによって、団体会員は迷わずに自信をもって制限等を行うことができよう。 

（団体会員における綱紀処分等） 
   ※1 全剣連の団体会員（都道府県連等）は、一般財団法人、一般社団法人、公益財 

団法人、公益社団法人、任意団体など、様々な独立の法的人格を持ち、自治権を

有する組織であるので、その構成員たる会員の管理や綱紀処分についても、本来

的に固有の権限を有している。その多くが定款や関係規程等により、綱紀違反行

為や綱紀処分の内容や手続に関する定めを設けており、それらの様式や内容は一

様ではない。しかし、団体会員が全剣連に加入している以上、各団体会員が行う

綱紀処分の内容や手続等については、その理念と方向性をできる限り共有すべき

である。また、重大悪質な綱紀違反行為については、当該団体会員内部の問題に

とどまらず、それが称号・段位についても停止や剥奪を相当とするものであった

り、綱紀処分の効果は、当該団体のみならず、他の団体会員にも及ぼさせるのが

相当である事案もある。そのため、団体会員における綱紀処分について、独立の

条文を設けて規定を整備した。 
   ※2 現行規則は、団体会員は、その構成員たる個人会員に対するものであっても、 

除名処分を行う場合には、あらかじめ全剣連会長の承認を受けなければならない 

としている（第 4 条第 5 項）。この規定は平成 31 年の改正により新設されたが、 

その手続についての具体的規定はなかったので、これを定めた。 

第１８条 

 １ 全剣連の団体会員は、当該団体会員が定める定款・規程等に基づき、その

構成員たる会員（傘下の剣道団体を含む。）又は役職員等の綱紀違反行為に

ついて綱紀処分を行うことができる。ただし、団体会員は、その構成員たる

会員に対しても、称号・段位についての綱紀処分を行うことはできない。 
※ ただし書は当然のことであるが、アンケート結果等によれば、団体会員の中に

は若干の誤解も見られたので、確認のため規定した。 

２ 団体会員による綱紀処分については、次の各点に留意しなければならな

い。 

① スポーツ庁「スポーツ団体ガバナンスコード(中央競技団体向け及び

これを踏まえた一般スポーツ団体向け)」を参考とし、各団体会員の定

款・規程等で、処分の対象となる綱紀違反行為とそれに対する処分の種

類及び処分の適正な手続を定めること 

② 前号の定めとその適用においては、次の点に十分に配慮すること 

 ア 違反行為、処分対象者、処分内容及び処分の手続が明確であること 

 イ 調査においては、対象者に対し、十分な弁明の機会を付与すること 

 ウ 違反行為の認定は、適切かつ十分な根拠資料に基づいて行うこと 

 エ 処分内容は、行為の態様、経緯、結果の軽重、過去の同種事例にお

ける処分内容、情状等を踏まえて適切かつ公平なものであること 
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③ 当該綱紀処分の効力は、次条に定める手続による場合を除き、当該団

体会員内部のみに及ぶこと 

④ 団体会員が除名処分又は登録禁止処分を行う場合には第４項の規定

に従うこと 

⑤ 当該綱紀違反行為が重大又は悪質であるため、称号・段位について処

分することや他の団体会員に対しても効力を及ぼさせることが適切で

あると思料される場合には、全剣連に対して、第９条第１項による綱紀

処分の申立を行うこと 
※ 団体会員が、当該団体会員における除名処分のみで足りると考える場合に 

は、4 項の手続による。本号は、団体会員としてもその除名処分のみでは足り 

ないと考える場合、事案の複雑性などから、当該団体会員のみでは綱紀処分が 

困難である場合などを想定している。 

 ３ 団体会員は、綱紀処分を行った場合は、会長に対し、対象者、処分日時、

処分内容及び処分理由等を報告しなければならない。 

４ 団体会員は、その構成員たる個人会員の綱紀違反行為について、事案が重

大・悪質かつ明白である場合は、あらかじめ会長の承認を受けて、除名処分

を行うことができる。その場合は次の手続による。会員資格を有していた者

が綱紀違反行為を行った後、綱紀処分を受ける前に退会した場合における登

録禁止処分も同様とする。 

① 会長に対する承認申請においては、当該団体会員は、対象者とその綱

紀違反行為、事案の重大・悪質性、明白性など除名又は登録禁止を必要

とする理由及び根拠資料を示さなければならない。 

② 前号の承認申請を受理した会長は、予備審に対し、承認の可否につい

て意見を求めるものとする。 

③ 承認申請の内容に疑義がない場合、予備審は、速やかに承認すべきと

の意見を述べ、会長はこれに基づいて承認する。予備審が、承認するこ

とに疑義があるとの意見を述べた場合には、会長は承認しないものと

する。 

④ 会長は、前号の結果を当該団体会員に通知する。 

⑤ 会長が承認しなかった場合には、当該承認申請は、第９条第１項の団

体会員による綱紀審査の申立とみなし、会長の一般諮問による綱紀審

査を開始する。 

（団体会員による除名処分等に加え全剣連が処分を行う場合の手続） 

第１９条 

 １ 前条第４項に基づき団体会員による除名処分又は登録禁止処分を会長が

承認した事案について、当該処分に加え、全剣連においても登録禁止若しく

は停止処分又は称号・段級位に関する処分を行う場合には、次項以下の手続

による。 

 ２ 予備審は、事案の重大・悪質性、剣道界に及ぼす影響等を踏まえ、登録禁

止若しくは停止、称号・段級位の停止等又はその双方が必要かつ妥当である

と判断した場合、その理由を付して会長に意見具申を行う。 

 ３ 会長は、前号の意見具申に示された処分の必要性及び妥当性について、綱

紀委員会の意見を聴き、綱紀委員会が予備審の意見具申に賛成した場合に
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は、その処分を行う。 
   ※1「意見を聴く」ことは、綱紀委員会に対する「諮問」とは異なるので、綱紀委員 

会は「審査」を行うのではなく、適宜の方法で会議を行い、意見を集約すれば足 

りる。 

※2 重大・悪質、明白な案件について、事案を最もよく知る団体会員が会長の承認 

を得て除名処分を行った場合であるので、正規の綱紀審査よりも簡明な手続によ 

ることを可能にした。 

 ４ 会長が行う処分については、第１５条の規定を準用する。 

 ５ 綱紀委員会が、第３項の会長の意見聴取に対し、予備審の意見具申に賛成

しなかった場合には、当該意見聴取は、会長による綱紀委員会への特別諮問

とみなし、綱紀審査手続を行う。 
 ※ 綱紀委員会が賛成しない理由は、予備審の意見具申内容が軽すぎると思われる

場合、重すぎると思われる場合の双方がある。簡明な手続で全剣連としての綱紀

処分を行うためには、綱紀委員会と予備審の意見が一致した場合に限ることとし、

双方の意見が合致しない場合には正規の綱紀審査を行うものとした。 

第４章 復活等決定 

（復活等決定の目的） 

第２０条 綱紀処分によって個人会員資格や称号・段級位を失い、若しくは停止

され、又は登録禁止若しくは停止処分を受けた者及び団体会員資格を失い又

は停止された団体について、その後の状況に照らして反省の情が顕著に認め

られる場合には、会長は、次の決定（以下「復活等決定」という。）を行うこ

とができる。 

① 失われた会員資格や称号・段級位を復活させ若しくは停止を解除し、又

は登録禁止若しくは停止を解除すること 

② 当初の処分（停止処分を除く。）を無期又は有期の停止処分に変更する

こと 

③ 停止処分の期間を短縮すること 
※ 役職員等については、復活等決定は必要ないとした。解任された者については、 

復活ではなく、再任用の可否の問題である。 

（復活等決定の申立） 

第２１条 

 １ 第７条第２項第１号ないし第４号に基づいて団体会員資格を失い又は停

止された団体は、会長に対し、復活等決定の申立をすることができる。 

 ２ 第９条第１項による団体会員の申立に基づき、個人会員又は個人会員で

あった者に対して綱紀処分がなされた場合において、当該団体会員は、会長

に対し、復活等決定の申立をすることができる。ただし、第６条第２項第２

号及び第６号の処分に対して復活等決定を求める場合、又は当該団体会員

による復活等決定の申立が不可能若しくは著しく困難な事情があると認め

られるときは、当該個人会員又は個人会員であった者も、その申立をするこ

とができるものとする。 
 ※1 個人の申立に制限を付すべきでないという考え方もあったが、申立を行った

団体会員の意向をも尊重するため、このような制度設計とした。 

    ※2 ただし書の「又は」以下は、客観的には復活等決定を申立させるのが相当な

場合でも、非常に古い案件で、当該団体会員の関係者に事案の内容を知る者がい

ないとか、団体会員の消極姿勢が客観的には疑問があるような場合もあり得る
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ので救済的規定として加えたもの。   

３ 団体会員の申立によらないで綱紀処分を受けた被審査者は、会長に対し、

復活等決定の申立をすることができる。 

４ 前３項の申立は、会長に対し、次の事項を記載した復活等決定申立書及び

当該申立を裏付ける関係書類等の資料を提出してこれを行わなければなら

ない。 

① 被審査者が受けた綱紀処分の内容 

② 被審査者が求める復活等決定の内容（前条第 1号ないし第３号の別） 

③ 綱紀処分後、現在に至るまでの経過及び復活等決定を申し立てる理 

由 

④ 綱紀処分が所属団体の申立によってなされた事案において、被審査

者が第２項ただし書後段により自ら復活等決定を申し立てる場合に

は、当該所属団体による復活等決定の申立が不可能又は著しく困難で

ある事情 

（復活等決定の諮問及び審査手続等） 

第２２条 

 １ 前条第１項又は前条第２項前段の団体会員による申立がなされた場合、

会長は、復活等決定の当否について、綱紀委員会に対して一般諮問を行う。 

２ 前条第２項後段又は第３項の申立がなされた場合には、予備審による予備

審査を行う。予備審は、綱紀処分の申立を行った団体会員に対し、復活等決

定の当否に関する意見を聴くことができる。会長は、予備審から復活等決定

を行うことが相当との意見具申がなされた場合には、綱紀委員会に対して特

別諮問を行う。 

３ 綱紀委員会における復活等決定の審査手続及び会長による決定等につい

ては、第１４条及び第１５条の規定を準用する。 

 ４ 会長は、第２０条第１号の決定のみを求める申立がなされた場合でも、同

条第２号の決定を行うことができる。停止処分に変更する決定をする場合

には、停止期間の無期と有期の別、有期の場合にはその期間を定めるものと

する。 

（復活等決定の効力） 

第２３条 第２０条第１号の決定が行われた場合には、決定書が対象者に送達

された時から、当該綱紀処分によって失われた会員資格又は称号・段級位は将

来に向けて復活し、登録禁止又は停止は将来に向けて解除される。同条第２号

の決定が行われた場合には、その決定の時から、当初の処分は停止処分に変更

される。同条第３号の決定が行われた場合には、その決定の時から、停止処分

の期間は短縮される。 

第５章 再審査手続 
  ※ 現行規則においては、原処分が誤りであった場合などの不服申立てや救済制度が

ないため、それを設けるべきことが懸案事項であったので新設することとした。 

（再審査手続の目的） 

第２４条 綱紀処分を受けた個人、団体会員又は役職員等について、当該綱紀処

分(以下「原綱紀処分」という。)が誤りであったことを示す明らかな証拠が新

たに発見されたときは、当該被審査者は、公益財団法人全日本剣道連盟綱紀処
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分再審査委員会（以下「再審査委員会」という。）に対し、以下の決定を求め、

再審査の申立を行うことができる。 

① 原綱紀処分の理由とされた綱紀違反行為の事実が認められない場合に

は、これを取り消すこと 

② 綱紀違反行為の事実は認められるが、事実及び情状に照らして重きに

失した場合には、より軽い処分に変更すること 

（再審査委員会の設置・構成等） 

第２５条 

 １ 再審査委員会は、副会長、理事、倫理委員会委員各 1名、綱紀委員会委員

3名及び外部有識者若干名の委員により構成する。 

 ２ 再審査委員会委員は、理事会の同意を得て会長が指名する。 

※ 再審査委員会は、常設機関ではなく、事案ごとに設置される。 

（再審査の申立） 

第２６条 再審査の申立は、会長に対し、次の事項を記載した再審査申立書及び

当該申立を裏付ける関係書類等の資料を提出してこれをしなければならな

い。 

① 申立者が受けた原綱紀処分の内容 

② 原綱紀処分が誤りであったことを示す新たな証拠について、入手した

経緯・事情及びその内容 

③ 求める再審査について、第２４条第１号又は第２号の別 

（再審査の諮問及び審査手続等） 

第２７条 

１ 再審査の申立がなされた場合には、予備審による予備審査を行う。会長は、

予備審から再審査を行うことが相当との意見具申がなされた場合には、再審

査委員会に対して、再審査の諮問を行う。 

２ 予備審から再審査不要との意見具申がなされ、再審査を行わないこととす

る場合には、会長は、理事会に報告し、その承認を得なければならない。承

認が得られなかった場合には、予備審及び会長は改めて再審査の要否を判断

する。 

３ 再審査の手続及び決定等については、第１４条及び第１５条の規定を準用

する。ただし、原綱紀処分を取り消し、又は変更する決定については、委員

３分の２以上の賛成を必要とする。 

４ 第２４条第１号の決定を求める申立がなされた事案について、原綱紀処分

の取消しが認められない場合でも、同条第２号の変更の理由が認められる場

合には、原綱紀処分を変更することができる。 

（再審査の効力等） 

第２８条 

 １ 原綱紀処分が取り消された場合には、原綱紀処分の処分時に遡ってその

効力は失われる。 

 ２ 原綱紀処分が変更された場合には、原綱紀処分の処分時に変更に係る処

分がなされたものとみなす。 

第６章 補則 

（改廃等） 
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第２９条 本規則の改廃は、理事会が行う。 

 

附 則 

１ 全剣連称号・段級位審査規則第２０条及び第２１条並びに同細則第１８条

から第２０条までを削除する。 

２ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

３ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

４ この規則は、令和２年３月５日から施行する。 

５ 令和２年９月１６日公益財団法人認定により、公益財団法人全日本剣道連

盟に改称する。 

６ この規則は、令和３年３月４日から施行する。 

７ この規則は、令和４年６月６日から改定施行する。 

８ この規則は、令和４年１１月２日から改定施行する。 

９ この規則は、令和６年４月１日から改定施行する。 

１０ この規則は、令和 7年１１月２日から改定施行する。 

１１ 公益財団法人全日本剣道連盟の規程、規則等中、「公益財団法人全日本剣

道連盟綱紀委員会規則」、又は「綱紀委員会規則」を「公益財団法人全日本剣

道連盟綱紀違反行為及び処分等に関する規則」、又は「綱紀違反行為及び処分

等に関する規則」に改める。 

 



公益財団法人全日本剣道連盟  
綱紀違反行為及び処分等に関する規則 

 
第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、公益財団法人全日本剣道連盟定款（以下「定款」という。）

に基づき、公益財団法人全日本剣道連盟（以下「全剣連」という。）の会員、

称号・段級位保有者又は役職員等の綱紀違反行為とそれに対する処分等につ

いて必要な事項を定めることを目的とする。 

（会長の権限と職務代行） 

第２条 本規則が定める全剣連会長（以下「会長」という。）の権限及び責務に

ついては、会長に事故等があって不在であるか職務執行が著しく困難である

場合、又は綱紀審査の対象が会長自身である場合には、定款第４０条第２項が

定める全剣連理事会議長代行順位に従って、会長の職務を代行する者がそれ

を行うものとする。 

（綱紀委員会の組織等） 

第３条 定款第５８条に基づいて設置される綱紀委員会の組織等は次のとおり

とする。 

１ 綱紀委員会は、全ての綱紀委員で組織する。 

２ 綱紀委員は、５人以内とし、会長が理事会の決議によって委嘱する。 

３ 会長は、綱紀委員の中から委員長を指名するものとする。綱紀委員会の議

長は、委員長とする。 

４ 綱紀委員の任期は、委嘱の日から２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前

に退任した綱紀委員の補欠として選任された綱紀委員の任期は、退任した綱

紀委員の任期が満了する時までとする。 

５ 綱紀委員は、任期満了後においても、後任の綱紀委員が就任するまでの間

は、なお綱紀委員として職務を行うものとする。 

６ 綱紀委員は、再任を妨げない。 

７ 綱紀審査の対象者が綱紀委員自身である場合には、当該審査において、そ

の者は審査及び意見書作成に関与することができない。 

（事務局） 

第４条 綱紀委員会の運営に係る事務は、全剣連の事務局が処理する。 

（諮問等予備審査会及び外部調査委員会） 

第５条 

 １ 会長の綱紀委員会に対する諮問の要否の審査及び本規則が定めるその他

の任務を行うため、全剣連に、諮問等予備審査会（以下「予備審」という。）

を置く。予備審は、全剣連の専務理事、綱紀委員会担当の業務執行理事及び

外部有識者を含む会長が指名する者若干名（現に綱紀委員である者を除

く。）で組織し、その事務は全剣連の事務局が処理する。予備審の議長は、

専務理事とする。これらの者に事故等があって不在であるか職務執行が著

しく困難である場合、又は綱紀審査の対象がこれらの者自身である場合に

は、会長が指名する者がその任務を行うものとする。 
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 ２ 公益財団法人全日本剣道連盟倫理規程（以下「倫理規程」という。）及び

公益財団法人全日本剣道連盟倫理委員会規程(以下「倫理委員会規程」とい

う。)に基づき、役職員等による定款、公益財団法人全日本剣道連盟におけ

る倫理に関するガイドライン（以下「倫理に関するガイドライン」という。）

及びその他の規則等に違反する行為の事実確認等のために設置される外部

調査委員会の組織については、倫理委員会規程が定めるところによる。外部

調査委員会が事実確認等を行う審査手続や、事案が本規則の定める綱紀違

反行為に該当する可能性がある場合の会長に対する意見具申の手続等につ

いては、倫理規程及び倫理委員会規程によるほか、本規則が定めるところに

よる。 

第２章 綱紀違反行為及び処分等 

（個人会員及び称号・段級位保有者の綱紀違反行為及び処分等） 

第６条 

 １ 全剣連の個人会員（公益財団法人全日本剣道連盟会員規則(以下「会員規

則」という。)第４条に基づく「特別個人会員」又は「一般個人会員」をい

う。）、又は称号・段級位の保有者は、次の各号の一に該当する綱紀違反行

為（刑罰法令に違反する行為及び会員規則第５条第１項の規定に違反する

行為を含む。以下「個人違反行為」という。）をしてはならない。 

① 定款、倫理に関するガイドラインその他全剣連の規則・規程に違反す

る行為（試合・審判規則等に定める競技に関する規則違反を除く。） 

② 全剣連の名誉を傷つけ、又は全剣連の目的に反する行為 

③ その他全剣連の個人会員又は称号・段級位の保有者として不適当と

認められる行為 

 ２ 個人会員による個人違反行為に対する綱紀処分は、次の各号に掲げると

おりとする。 

① 称号・段級位の停止処分 

② 称号・段級位の自主返上勧告処分 

③ 称号・段級位の返上処分（前号の処分を除く。） 

④ 称号・段級位の剥奪処分 

⑤ 個人会員資格の停止処分 

⑥ 個人会員資格の自主返上勧告処分 

⑦ 個人会員資格の返上処分（前号の処分を除く。） 

⑧ 個人会員の除名処分（個人会員資格の剥奪処分をいう。） 

⑨ 口頭又は文書による厳重注意処分 

⑩ 前各号に付随し又は関連する処分 

 ３ 前項第２号及び第６号の自主返上勧告処分については、返上の期限を定

めるものとし、その処分を受けた者が期限内に自主返上を行わなかった場

合には、自主返上勧告処分を返上処分とみなす。 

 ４ 第２項第５号から第８号によって個人会員資格を停止され又は喪失した

被審査者は、その所属する団体会員における会員資格も停止され、又は喪失

する。会員資格の停止期間が満了したとき又は本規則第４章による復活等

決定の方法による場合を除き、いずれの団体会員の会員となることも認め

られない。 
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 ５ 第２項の処分における権利の制限又は剥奪の範囲等については次のとお

りとする。 

① 同項第１号から第４号までの称号・段級位の停止処分、自主返上勧告

処分、返上処分及び剥奪処分は、処分時点で個人会員が保有する最高の

称号・段級位の停止、返上又は剥奪（以下「停止等」という。）を原則

とし、全ての称号・段級位の停止等を行う場合は、処分においてその旨

を明示する。 

② 同項第５号から第８号までの個人会員資格の停止処分、自主返上勧

告処分、返上処分及び除名処分は、称号・段級位の停止等を含むものと

する。この場合、停止等の範囲については前号の規定を準用する。 

６ 個人会員資格を有していた者が個人違反行為を行った後、綱紀処分を受

ける前に退会した場合において、第２項第５号及び第８号の会員資格に関

する処分は、会員資格登録の停止（第５号）及び登録の禁止（第８号）と読

み替える。 

７ 個人会員資格を有しない称号・段級位の保有者による個人違反行為が、次

のいずれかに該当し、称号・段級位の保有者としてふさわしくなく、それを

認めることが全剣連の名誉、権威、秩序、運営に支障をもたらすと判断され

る場合においては、称号・段級位の停止等及び会員資格登録の禁止又は停止

を行うことができる。 

① 重大又は悪質な行為により有罪の裁判が確定した場合 

② 剣道の稽古、指導、試合、剣道団体の行事等において違法又は不適切

な行為を行った場合 

８ 第２項第１号及び第５号の処分においては、無期又は有期の停止期間を

定めなければならない。有期は１年以上１０年以下とする。 

 ９ 第２項第１号から第８号までの処分については、会長は、当該処分後１年 

以上５年以下の期間を定め、その執行を猶予することができる。ただし、当

該執行猶予期間中に限り、処分後の情状等を踏まえ、執行猶予を取り消して

当該処分を執行することができる。 

１０ 第２項第１号から第８号までの処分については、会長は、処分後１年以

上の期間を定め、本規則第４章による復活等決定の申立を禁止することが

できる。 

 １１ 第２項第１０号の処分には、訓戒処分、称号・段級位証書の返還命令等

を含むものとする。 

（団体会員の綱紀違反行為及び処分等） 

第７条  

１ 全剣連の団体会員は、次の各号の一に該当する綱紀違反行為（刑罰法令に

違反する行為及び会員規則第３条の規定に違反する行為を含む。以下「団体

違反行為」という。）をしてはならない。 

① 定款その他全剣連の規則・規程に違反する行為 

② 全剣連の名誉を傷つけ、又は全剣連の目的に反する行為 

③ 全剣連の会費を２年以上滞納する行為 

④ その他全剣連の団体会員として不適当と認められる行為 

２ 団体違反行為に対する綱紀処分は、次の各号に掲げるとおりとする。 
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① 団体会員資格の停止処分 

② 団体会員資格の自主返上勧告処分 

③ 団体会員資格の返上処分（前号の処分を除く。） 

④ 団体会員の除名処分（団体会員資格の剥奪処分をいう。） 

⑤ 口頭又は文書による厳重注意処分 

⑥ 前各号に付随し又は関連する処分 

３ 前項第１号の処分においては、無期又は有期の停止期間を定めなければな

らない。有期は１年以上１０年以下とする。 

４ 第２項第２号の処分については、前条第３項の規定を準用する。 

５ 第２項第１号から第４号までの処分については、会長は、当該処分後１年

以上５年以下の期間を定め、その執行を猶予することができる。ただし、当

該執行猶予期間中に限り、処分後の情状等を踏まえ、執行猶予を取り消して

当該処分を執行することができる。 

６ 第２項第１号から第４号までの処分については、会長は、処分後１年以上

の期間を定め、本規則第４章による復活等決定の申立を禁止することができ

る。 

７ 第２項第６号の処分には、訓戒処分を含むものとする。 

（役職員等の綱紀違反行為及び処分等） 

第８条 

１ 倫理規程第 2 条が定める全剣連の役職員等（評議員、役員、顧問、相談

役、審議員、参与、名誉役員及び専門委員会委員その他会長が委嘱した委員

会委員並びに職員をいう。)は、次の各号の一に該当する綱紀違反行為（刑

罰法令に違反する行為及び会員規則第５条第１項の規定に違反する行為を

含む。以下「役職員等違反行為」という。）をしてはならない。 

① 定款、倫理に関するガイドラインその他全剣連規則・規定に違反する

行為（試合・審判規則等に定める競技に関する規則違反を除く。）。 

② 全剣連の名誉を傷つけ、又は全剣連の目的に反する行為 

③ その他全剣連の役職員等として不適当と認められる行為 

２ 役職員等違反行為に対する綱紀処分は、役員等については次の各号に掲

げるとおりとする。職員については就業規則による。 

① 評議員会に対する評議員、理事又は監事の解任勧告処分。その他の役

職員等については、任命権者に対する解任勧告処分 

② 対象者が有する全ての役職の辞任勧告処分 

③ 特定の役職の辞任勧告処分 

④ 全て又は特定の役職に係る職務執行停止処分（職務執行停止期間は

３カ月以上とする。） 

⑤ 口頭又は文書による厳重注意処分 

 ３ 役職員等による行為が個人違反行為にも該当する場合には、前項各号に

加えて、第６条第２項各号又は第７項の綱紀処分を行うことができる。 

４ 全剣連の役職員等は、役職員等に係る綱紀違反行為の疑いを把握した場

合、予備審に対し、その内容を通報しなければならない。 

第３章 綱紀審査及び処分の手続等 

（綱紀処分の申立） 
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第９条 

 １ 全剣連の団体会員は、会長に対し、当該団体会員の構成員たる個人会員、

他の団体会員又は全剣連の役職員等の綱紀処分を求める申立をすることが

できる。団体会員の構成員たる個人会員が、綱紀違反行為を行った後、当該

団体会員から退会した場合も同様とする。 

 ２ 全剣連の個人会員又は団体会員以外の団体等（以下「個人会員等」とい

う。）は、会長に対し、当該個人会員等が所属し若しくは所属していた団体

会員（以下「所属団体」という。）、他の個人会員又は全剣連の役職員等の

綱紀処分を求める申立をすることができる。 

 ３ 前２項の申立は、会長に対し、次の事項を記載した綱紀処分申立書及び当

該申立を裏付ける関係書類等の資料を提出してこれをしなければならな

い。 

① 対象者を特定するに足りる事項 

② 対象者がした行為の具体的内容 

③ 前号の行為が該当する個人違反行為、団体違反行為又は役職員等違

反行為を規定する全剣連規則の条項等 

（諮問及びその手続） 

第１０条 

 １ 会長は、前条第１項に規定する団体会員からの申立を受けた場合は、綱紀

委員会に対し、諮問をしなければならない（以下「一般諮問」という。）。 

２ 前条第１項の申立がない場合であっても、予備審又は外部調査委員会か

ら諮問を必要とするとの意見具申があったときは、会長は、綱紀委員会に対

し、諮問をしなければならない(以下「特別諮問」という。）。 

（予備審査等） 

第１１条 

 １ 予備審は、全剣連の個人会員等から第９条第２項による綱紀処分の申立

がなされた場合のほか、綱紀違反行為が存在する疑いについて確度の高い

情報等を入手した場合において（第８条第４項により、役職員等の綱紀違反

行為の疑いについて通報を受けた場合も含む。）、当該事案に関する調査等

の予備審査を行う。予備審査においては、所属団体その他当該事案に関係す

る団体又は個人に対し、情報・資料の提供を求めることができる。予備審査

が終了した場合、予備審は、会長に対し、綱紀違反行為が存在する疑いの強

さ、その概要及び根拠、綱紀委員会に対する特別諮問の要否等について、意

見具申を行わなければならない。 

 ２ 外部調査委員会による事実確認等の審査手続及び会長に対する意見具申

の手続については、前項の規定を準用する。 

 ３ 会長は、特別諮問を不要とする予備審又は外部調査委員会の意見具申に

基づいて特別諮問を行わないこととした場合には、その旨及び理由を綱紀

委員会に通知しなければならない。 

 ４ 予備審又は外部調査委員会が特別諮問を不要と意見具申した事案につい

て、綱紀委員会は、それに疑義があると判断した場合、会長に意見具申をす

ることができる。会長は、当該意見具申に基づき、予備審の意見を聴いた上

で、改めて特別諮問の要否を決定するものとする。 
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（仮処分） 

第１２条 

１ 予備審は、事実関係が明白で争いがなく、かつ緊急を要するときは、第６

条第２項第１号から第８号まで又は同条第７項に関する仮処分を行うこと

を会長に意見具申することができる。会長は、これを相当と認めるとき、仮

処分を行う。 

 ２ 仮処分が行われた事案について、その後の事情により、その必要性がなく

なったと判断される場合には、会長は、諮問前であれば予備審の、諮問後で

あれば綱紀委員会の意見を聴き、第１５条第１項による決定を行うまでの

間、仮処分の取消しを行うことができる。 

 ３ 会長は、仮処分又は仮処分の取消しを行ったときは、速やかにこれを被審

査者に告知する。 

（諮問を要しない場合） 

第１３条 第９条から第１１条までの場合において、被審査者の死亡その他綱

紀審査を行う必要がないことが明らかな特段の事情が生じたときには、会長

は諮問を行わないものとする。その場合、会長はその旨を理事会、綱紀委員会

及び予備審又は外部調査委員会に通知しなければならない。 

（綱紀委員会の審査手続） 

第１４条 

１ 綱紀委員会は、会長の諮問を受けて審査を開始する。綱紀委員会委員長は、

当該諮問があったときは、綱紀委員会を招集しなければならない。綱紀委員

会は委員の過半数の出席により成立する。 

２ 前項の審査は、非公開とする。ただし、綱紀委員会は、必要と認める場合

には、全剣連の業務執行理事の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

３ 綱紀委員会は、被審査者たる個人会員又は個人会員であった者、称号・段

級位保有者、団体会員及び役職員等のほか、当該事案について知識等を有す

る団体又は個人の参考人に対し、必要な報告（綱紀委員会における陳述のほ

か、陳述書、資料の提出等を含む。以下同じ。）を求めることができる。ま

た、法令の認める方法により、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項

の情報・資料の提供を求めることができる。 

 ４ 前項の報告を求められた被審査者又は参考人は、速やかに所要事項を報

告しなければならない。 

 ５ 被審査者は、綱紀審査の手続において、必要な弁明又は主張を行うことが

できる。綱紀委員会は、被審査者の弁明又は主張を聴取する審査手続におい

て、必要かつ適切と認めるときは、弁護士、保護者等の立会又は傍聴を許す

ことができる。この場合、立会者又は傍聴者は、綱紀委員会委員長の指示に

従わなければならない。これらの者は、立会又は傍聴によって知った情報を

漏洩してはならない。 

６ 綱紀委員会は、所要の審査を遂げ、その結果に基づいて、諮問に対する意

見書（以下「意見書」という。）を作成しなければならない。意見書には、

綱紀違反行為が認められた場合には、その具体的内容及び認定の根拠並び

にそれに対して相当と考えられる綱紀処分の内容についての意見を記載す

る。綱紀違反行為を認めるに足りる証拠がないか、不十分である場合又は綱
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紀違反行為は認められるが事案軽微であるため処分の必要を認めない場合

には、その旨と根拠を記載しなければならない。綱紀審査開始後に被審査者

が死亡するなど綱紀処分の必要性がないことが明らかとなった場合も同様

とする。意見書の作成に当たっては、第１項の規定にかかわらず、原則とし

て委員全員の出席を必要とする。意見書の内容について委員の意見が一致

しない場合には、多数決とし、その旨を意見書に記載するものとする。 

７ 会長が第１２条に基づいて仮処分を行った事案については、綱紀委員会

は、綱紀審査手続において、当該仮処分の当否についても審査を行い、綱紀

委員会の意見書にこれに関する判断をも記載しなければならない。 

８ 綱紀委員会は、意見書を作成するに先立ち、被審査者たる個人会員若しく

は個人会員であった者、称号・段級位保有者、団体会員又は役職員等に対し、

当該被審査者の綱紀違反行為に関する弁明等を記載した陳述書の提出を求

めるなど、弁明の機会を与えるものとする。ただし、当該被審査者から弁明

をしない旨の申立があった場合はこの限りでない。 

９ 綱紀委員会は、会長に対し、意見書の提出をもって、諮問に答申するもの

とする。 

１０ 綱紀委員会の審査については、その経過及び結果を記載した議事録を

作成する。議事録は、非公開とする。 

（処分の決定及び通知等） 

第１５条  

１ 会長は、意見書に基づき、処分を決定するものとする。綱紀違反行為を認

定するに足りる証拠資料がないか、不十分である場合又は綱紀違反行為は認

められるが事案軽微若しくは被審査者の死亡などにより処分の必要を認め

ないときは、処分しないことを決定しなければならない。決定に当たっては、

会長は、理事会の決議を事前に得なければならない。また、評議員会に報告

しなければならない。 

２ 仮処分が行われていた事案について、前項により、綱紀処分の決定又は処

分しないことの決定がなされたときは、仮処分の効力は失われる。 

３ 第６条第２項各号の処分（第１号から第４号のうち、級位に関する処分を

除く。）、同条第７項の処分、第７条第２項各号の処分及び第８条第２項各

号の処分は、いずれも会長が自ら行うものとし、これを他の者（団体会員の

長を含む。）に委任することができない。 

４ 会長は、綱紀処分の決定をしたときは、被審査者に対し、処分等の事由の

要旨を記載した綱紀処分決定書を送達し、もって綱紀処分を行う。その場合、

申立人に対し、当該綱紀処分決定書の写しを送付して通知を行うものとす

る。被審査者が個人であり、所属団体がある場合には、会長は、所属団体の

長に対しても同様の通知を行うものとする。会長は、綱紀処分をしないこと

を決定した場合には、被審査者及び申立人、所属団体がある場合にはその長

に対し、その旨を通知しなければならない。 

５ 会長は、前項の綱紀処分の通知を行うに当たって、全剣連は公益財団法人

スポーツ仲裁機構の自動応諾条項を採択している旨を記載するものとする。 

６ 会長は、第 6条第２項第８号の個人会員の除名処分、同条第６項若しくは

第７項による登録禁止処分、第７条第２項第４号の団体会員の除名処分、第
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８条第２項第１号の役職員等の解任勧告処分を行った場合、第１８条第４項

に基づき団体会員によるその構成員たる会員の除名処分若しくは会員であ

った者の登録禁止処分を承認した場合又は第１９条により他団体会員への

登録禁止処分を行った場合には、全ての団体会員に対して当該綱紀処分又は

承認の通知を行うものとする。その他の重要な案件に関する綱紀処分につい

ても、適切かつ必要と認めるときは、全ての団体会員に対して通知を行うこ

とができる。 

７ 会長は、前項の綱紀処分又は承認の通知を行った場合には、関係者のプラ

イバシー等に配慮しつつ、公表の有無及び内容を決定しなければならない。

個人の被審査者の氏名等の特定事項は、特にその必要がある場合には公表で

きるものとする。 

８ 会長は、第１項の決定をしたときは、綱紀委員会にその決定の内容を通知

するものとする。予備審が意見具申をしたものについては予備審に、外部調

査委員会が意見具申をしたものについては外部調査委員会に、それぞれ通

知するものとする。綱紀処分の決定をしたときは、当該綱紀処分決定書の写

しを送付するものとする。 

（綱紀処分の効力等） 

第１６条  

 １ 綱紀処分は、前条第４項の綱紀処分決定書が被審査者に送達された時か

ら効力を生じる。 

２ 第６条第２項第１号又は第５号の処分が効力を生じた場合には、被審査者

の称号・段級位又は会員資格は、停止期間が満了するまでの間、停止される。 

３ 第６条第２項第２号又は第６号の処分が効力を生じた場合には、被審査者

の称号・段級位又は会員資格は、被審査者が自主返上を行った時又は自主返

上の期限満了時から将来に向けて失われる。 

４ 第６条第２項第３号、第４号、第７号又は第８号の処分が効力を生じた場

合には、被審査者の称号・段級位又は会員資格は、将来に向けて失われる。 

５ 前３項の規定は、第 6条第 7項の規定により称号・段級位の停止等及び会

員資格の登録が禁止又は停止された場合に準用する。 

６ 被審査者の称号・段級位の停止又は喪失の効力が生じた場合、被審査者は、

当該称号・段級位の保有者として、試合、審判、段級位の受審、剣道指導等

をしてはならない。 

７ 第６条第９項本文の執行猶予がなされた場合において、当該執行猶予期間

が満了したときは、処分は効力を失う。その場合、称号・段級位の受審資格

の判定に際しては、執行が猶予された期間中も、これに含めるものとする。

ただし、当該執行猶予処分が取り消された場合は、この限りでない。 

８ 第６条第９項ただし書の執行猶予取消しがなされた場合には、当該執行猶

予に係る処分は将来に向けて効力を生じる。 

９ 本条の規定のうち会員資格に関するものは、第７条の団体違反行為に対す

る処分について準用する。 

（被審査者の剣道行事等における活動制限） 

第１７条 全剣連又はその団体会員は、綱紀違反行為について審査の申立がな

された場合、予備審査が開始された場合、外部調査委員会の調査が開始された
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場合、仮処分が行なわれた場合又は綱紀委員会に諮問がなされた場合には、そ

の主催又は共催する剣道大会その他の行事において、被審査者に対し、いかな

る立場や呼称を問わず、参加することを禁止又は制限することができる。綱紀

処分を受け、その効力が消滅していない者についても同様とする。綱紀違反行

為が認定されず、これらの手続が終結した場合には、その禁止等は解除され

る。 

（団体会員における綱紀処分等） 

第１８条 

 １ 全剣連の団体会員は、当該団体会員が定める定款・規程等に基づき、その

構成員たる会員（傘下の剣道団体を含む。）又は役職員等の綱紀違反行為に

ついて綱紀処分を行うことができる。ただし、団体会員は、その構成員たる

会員に対しても、称号・段位についての綱紀処分を行うことはできない。 

２ 団体会員による綱紀処分については、次の各点に留意しなければならな

い。 

① スポーツ庁「スポーツ団体ガバナンスコード(中央競技団体向け及び

これを踏まえた一般スポーツ団体向け)」を参考とし、各団体会員の定

款・規程等で、処分の対象となる綱紀違反行為とそれに対する処分の種

類及び処分の適正な手続を定めること 

② 前号の定めとその適用においては、次の点に十分に配慮すること 

 ア 違反行為、処分対象者、処分内容及び処分の手続が明確であること 

 イ 調査においては、対象者に対し、十分な弁明の機会を付与すること 

 ウ 違反行為の認定は、適切かつ十分な根拠資料に基づいて行うこと 

 エ 処分内容は、行為の態様、経緯、結果の軽重、過去の同種事例にお

ける処分内容、情状等を踏まえて適切かつ公平なものであること 

③ 当該綱紀処分の効力は、次条に定める手続による場合を除き、当該団

体会員内部のみに及ぶこと 

④ 団体会員が除名処分又は登録禁止処分を行う場合には第４項の規定

に従うこと 

⑤ 当該綱紀違反行為が重大又は悪質であるため、称号・段位について処

分することや他の団体会員に対しても効力を及ぼさせることが適切で

あると思料される場合には、全剣連に対して、第９条第１項による綱紀

処分の申立を行うこと 

 ３ 団体会員は、綱紀処分を行った場合は、会長に対し、対象者、処分日時、

処分内容及び処分理由等を報告しなければならない。 

４ 団体会員は、その構成員たる個人会員の綱紀違反行為について、事案が重

大・悪質かつ明白である場合は、あらかじめ会長の承認を受けて、除名処分

を行うことができる。その場合は次の手続による。会員資格を有していた者

が綱紀違反行為を行った後、綱紀処分を受ける前に退会した場合における登

録禁止処分も同様とする。 

① 会長に対する承認申請においては、当該団体会員は、対象者とその綱

紀違反行為、事案の重大・悪質性、明白性など除名又は登録禁止を必要

とする理由及び根拠資料を示さなければならない。 

② 前号の承認申請を受理した会長は、予備審に対し、承認の可否につい
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て意見を求めるものとする。 

③ 承認申請の内容に疑義がない場合、予備審は、速やかに承認すべきと

の意見を述べ、会長はこれに基づいて承認する。予備審が、承認するこ

とに疑義があるとの意見を述べた場合には、会長は承認しないものと

する。 

④ 会長は、前号の結果を当該団体会員に通知する。 

⑤ 会長が承認しなかった場合には、当該承認申請は、第９条第１項の団

体会員による綱紀審査の申立とみなし、会長の一般諮問による綱紀審

査を開始する。 

（団体会員による除名処分等に加え全剣連が処分を行う場合の手続） 

第１９条 

 １ 前条第４項に基づき団体会員による除名処分又は登録禁止処分を会長が

承認した事案について、当該処分に加え、全剣連においても登録禁止若しく

は停止処分又は称号・段級位に関する処分を行う場合には、次項以下の手続

による。 

 ２ 予備審は、事案の重大・悪質性、剣道界に及ぼす影響等を踏まえ、登録禁

止若しくは停止、称号・段級位の停止等又はその双方が必要かつ妥当である

と判断した場合、その理由を付して会長に意見具申を行う。 

 ３ 会長は、前号の意見具申に示された処分の必要性及び妥当性について、綱

紀委員会の意見を聴き、綱紀委員会が予備審の意見具申に賛成した場合に

は、その処分を行う。 

 ４ 会長が行う処分については、第１５条の規定を準用する。 

 ５ 綱紀委員会が、第３項の会長の意見聴取に対し、予備審の意見具申に賛成

しなかった場合には、当該意見聴取は、会長による綱紀委員会への特別諮問

とみなし、綱紀審査手続を行う。 

第４章 復活等決定 

（復活等決定の目的） 

第２０条 綱紀処分によって個人会員資格や称号・段級位を失い、若しくは停止

され、又は登録禁止若しくは停止処分を受けた者及び団体会員資格を失い又

は停止された団体について、その後の状況に照らして反省の情が顕著に認め

られる場合には、会長は、次の決定（以下「復活等決定」という。）を行うこ

とができる。 

① 失われた会員資格や称号・段級位を復活させ若しくは停止を解除し、又

は登録禁止若しくは停止を解除すること 

② 当初の処分（停止処分を除く。）を無期又は有期の停止処分に変更する

こと 

③ 停止処分の期間を短縮すること 

（復活等決定の申立） 

第２１条 

 １ 第７条第２項第１号ないし第４号に基づいて団体会員資格を失い又は停

止された団体は、会長に対し、復活等決定の申立をすることができる。 

 ２ 第９条第１項による団体会員の申立に基づき、個人会員又は個人会員で

あった者に対して綱紀処分がなされた場合において、当該団体会員は、会長
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に対し、復活等決定の申立をすることができる。ただし、第６条第２項第２

号及び第６号の処分に対して復活等決定を求める場合、又は当該団体会員

による復活等決定の申立が不可能若しくは著しく困難な事情があると認め

られるときは、当該個人会員又は個人会員であった者も、その申立をするこ

とができるものとする。 

３ 団体会員の申立によらないで綱紀処分を受けた被審査者は、会長に対し、

復活等決定の申立をすることができる。 

４ 前３項の申立は、会長に対し、次の事項を記載した復活等決定申立書及び

当該申立を裏付ける関係書類等の資料を提出してこれを行わなければなら

ない。 

① 被審査者が受けた綱紀処分の内容 

② 被審査者が求める復活等決定の内容（前条第 1号ないし第３号の別） 

③ 綱紀処分後、現在に至るまでの経過及び復活等決定を申し立てる理 

 由 

④ 綱紀処分が所属団体の申立によってなされた事案において、被審査

者が第２項ただし書後段により自ら復活等決定を申し立てる場合に

は、当該所属団体による復活等決定の申立が不可能又は著しく困難で

ある事情 

（復活等決定の諮問及び審査手続等） 

第２２条 

 １ 前条第１項又は前条第２項前段の団体会員による申立がなされた場合、

会長は、復活等決定の当否について、綱紀委員会に対して一般諮問を行う。 

２ 前条第２項後段又は第３項の申立がなされた場合には、予備審による予備

審査を行う。予備審は、綱紀処分の申立を行った団体会員に対し、復活等決

定の当否に関する意見を聴くことができる。会長は、予備審から復活等決定

を行うことが相当との意見具申がなされた場合には、綱紀委員会に対して特

別諮問を行う。 

３ 綱紀委員会における復活等決定の審査手続及び会長による決定等につい

ては、第１４条及び第１５条の規定を準用する。 

 ４ 会長は、第２０条第１号の決定のみを求める申立がなされた場合でも、同

条第２号の決定を行うことができる。停止処分に変更する決定をする場合

には、停止期間の無期と有期の別、有期の場合にはその期間を定めるものと

する。 

（復活等決定の効力） 

第２３条 第２０条第１号の決定が行われた場合には、決定書が対象者に送達

された時から、当該綱紀処分によって失われた会員資格又は称号・段級位は将

来に向けて復活し、登録禁止又は停止は将来に向けて解除される。同条第２号

の決定が行われた場合には、その決定の時から、当初の処分は停止処分に変更

される。同条第３号の決定が行われた場合には、その決定の時から、停止処分

の期間は短縮される。 

第５章 再審査手続 

（再審査手続の目的） 

第２４条 綱紀処分を受けた個人、団体会員又は役職員等について、当該綱紀処
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分(以下「原綱紀処分」という。)が誤りであったことを示す明らかな証拠が新

たに発見されたときは、当該被審査者は、公益財団法人全日本剣道連盟綱紀処

分再審査委員会（以下「再審査委員会」という。）に対し、以下の決定を求め、

再審査の申立を行うことができる。 

① 原綱紀処分の理由とされた綱紀違反行為の事実が認められない場合に

は、これを取り消すこと 

② 綱紀違反行為の事実は認められるが、事実及び情状に照らして重きに

失した場合には、より軽い処分に変更すること 

（再審査委員会の設置・構成等） 

第２５条 

 １ 再審査委員会は、副会長、理事、倫理委員会委員各 1名、綱紀委員会委員

3名及び外部有識者若干名の委員により構成する。 

 ２ 再審査委員会委員は、理事会の同意を得て会長が指名する。 

（再審査の申立） 

第２６条 再審査の申立は、会長に対し、次の事項を記載した再審査申立書及び

当該申立を裏付ける関係書類等の資料を提出してこれをしなければならな

い。 

① 申立者が受けた原綱紀処分の内容 

② 原綱紀処分が誤りであったことを示す新たな証拠について、入手した

経緯・事情及びその内容 

③ 求める再審査について、第２４条第１号又は第２号の別 

（再審査の諮問及び審査手続等） 

第２７条 

１ 再審査の申立がなされた場合には、予備審による予備審査を行う。会長は、

予備審から再審査を行うことが相当との意見具申がなされた場合には、再審

査委員会に対して、再審査の諮問を行う。 

２ 予備審から再審査不要との意見具申がなされ、再審査を行わないこととす

る場合には、会長は、理事会に報告し、その承認を得なければならない。承

認が得られなかった場合には、予備審及び会長は改めて再審査の要否を判断

する。 

３ 再審査の手続及び決定等については、第１４条及び第１５条の規定を準用

する。ただし、原綱紀処分を取り消し、又は変更する決定については、委員

３分の２以上の賛成を必要とする。 

４ 第２４条第１号の決定を求める申立がなされた事案について、原綱紀処分

の取消しが認められない場合でも、同条第２号の変更の理由が認められる場

合には、原綱紀処分を変更することができる。 

（再審査の効力等） 

第２８条 

 １ 原綱紀処分が取り消された場合には、原綱紀処分の処分時に遡ってその

効力は失われる。 

 ２ 原綱紀処分が変更された場合には、原綱紀処分の処分時に変更に係る処

分がなされたものとみなす。 

第６章 補則 
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（改廃等） 

第２９条 本規則の改廃は、理事会が行う。 

 

附 則 

１ 全剣連称号・段級位審査規則第２０条及び第２１条並びに同細則第１８条

から第２０条までを削除する。 

２ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

３ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

４ この規則は、令和２年３月５日から施行する。 

５ 令和２年９月１６日公益財団法人認定により、公益財団法人全日本剣道連

盟に改称する。 

６ この規則は、令和３年３月４日から施行する。 

７ この規則は、令和４年６月６日から改定施行する。 

８ この規則は、令和４年１１月２日から改定施行する。 

９ この規則は、令和６年４月１日から改定施行する。 

10 この規則は、令和７年１１月２日から改定施行する。 

11 公益財団法人全日本剣道連盟の規程、規則等中、「公益財団法人全日本剣道

連盟綱紀委員会規則」、又は「綱紀委員会規則」を「公益財団法人全日本剣道

連盟綱紀違反行為及び処分等に関する規則」、又は「綱紀違反行為及び処分等

に関する規則」に改める。 



   

  ２０２５．４．１８

1 貴団体における、綱紀・倫理保持のための態勢等
ア 綱紀・倫理関係について定款に記載がありますか。定款以外に、独立した綱紀・倫理関係の

規程・規則はありますか。

(回答結果)
有 38
無 9
計 47

(備考)
〇有
・会則に含む。(1件)
〇無
・全剣連の規程を準用。(1件)
・連盟規約内に綱紀委員会の記載はあるが、独立した規程・規則はない。(1件)

イ 綱紀・倫理案件についての審査体制の概要について
① 綱紀・倫理関係についての委員会等の審査組織は、ありますか。

(回答結果)
有 37
無 10
計 47

(回答「有」：責任者の役職）
会⾧ 13
副会⾧ 5
専務理事 4
各委員⾧ 3
理事⾧ 2
理事 2
副理事⾧ 1
常任理事 1
相談役 1
副会⾧兼理事⾧ 1
副会⾧兼倫理委員⾧ 1
副会⾧・理事⾧(2人) 1
その他 2
計 37

(備考)
〇各委員⾧
・倫理委員⾧(1件)
・綱紀委員⾧(1件)
・総務委員⾧(1件)
〇その他
・委員5人の中から委員⾧を選定。(1件)
・綱紀委員を理事⾧が招集し、その中から議⾧を選定。(1件)

全剣連綱紀委員会規則改定に伴うアンケート集計結果

別添 ３

有
81%

無
19%

有 無

有
79%

無
21%

有 無

会⾧
35%

副会⾧
13%専務理事

11%

各委員⾧
8%

理事⾧
5%

理事
5%

副理事⾧
3%

常任理事
3%

相談役
3%

副会⾧兼理事⾧
3%

副会⾧兼倫理委員⾧
3%

副会⾧・理事⾧

(2人)
3%

その他
5%

会⾧ 副会⾧ 専務理事 各委員⾧

理事⾧ 理事 副理事⾧ 常任理事

相談役 副会⾧兼理事⾧ 副会⾧兼倫理委員⾧ 副会⾧・理事⾧(2人)

その他
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③ 綱紀・倫理問題に関する外部からの通報窓口を設置していますか。

(回答結果)
25
19
3

計 47

(備考)
〇未回答
・特に周知はしていないが、担当者が対応。(1件)
・HPメールにて投書あり。(1件)

未回答

設置していない
設置している

設置していない
53%

設置している
41%

未回答
6%

設置していない 設置している 未回答
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2 これまで綱紀・倫理問題について審査や処分が行われた案件の概要について
ア 事案の概要・時期、被処分者の概要（匿名可）、処分の有無と内容等。

(回答結果)
有 33
無 14
計 47

(綱紀事案の合計件数)
全国 54件

イ 問題点があったのであればその内容等
・ コンプライアンス規定が未整備であっため処分基準が不明確であった。
・ 役員が規約にない給与を取得していた。役員、監事の立場にあるものが、報酬と退職金を受領していた。

証拠書類の溶解など証拠隠滅と考えられかねない行為をおこなった。
・ 処置が少し甘いのではないかとの意見もあったが、総合的に勘案して、倫理委員会の判断としたことで

理解を得た。
・ 事案の対象となった人物の保護者から当剣連以外の多方面に書面が送付されたことによって、地元スポーツ

協会と情報交換しながら調査および対応検討を行ったが、スポーツ協会との連携にかなりの時間を要した。
・ 通報はあるものの、匿名が大部分で対応に苦慮している。
・ 処理に多く時間・労力・費用がかかる。特に費用負担の支出に苦慮している。
・ 事案の具体的な内容についての調査機関及び諮問機関がなかった。「倫理委員会」を設置した。
・ 器物損壊事案の連盟処分に対し、被処分者が現在公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に申し込み、仲裁中。
・ 学校現場の情報はすぐに表面にでないため、事案発生から2年以上経過して、マスコミ報道により事案が判明。

情報収集に手間取ったり、当事者が既に解雇されていたり、難しい点があった。
・ 支部連盟が当連盟への報告連絡なしに、事案の早期収拾のために当人の自主退会を求め、退会届を早期に受理

した。それにより、当連盟の綱紀処分を科すことができなくなった。
・ 警察、検察の捜査推移(支障となること)を注視し、当人への直接的な調査を控えた結果、対応の遅延に至った。
・ 当連盟が除名等の処分、あるいは全剣連による段級位の剥奪等の処分を行っても、事情を知らずに他の剣道連

盟が会員登録を行えば剣道に関わることが可能となり、単県での処分の効力は極めて限定的である。
対応として、処分した都道府県が全国の都道府県に該当者の実名、処分理由等を通知することが考えられるが、
実名を全国に通知することは人権擁護の観点から見ると容易ではない。

3 綱紀・倫理問題に関して全剣連に対する質問や要望について
・ 全剣連としての懲罰規定の指針(処分基準)や、各都道府県での綱紀事案に対する処分例を提示してほしい。(4件)
・ コンプライアンス関係の講習資料や講習方法の情報等、 参考になるものがあれば情報提供してもらいたい。
・ 当連盟独自の規定は制定せず、全剣連の「倫理・懲戒規程」「倫理に関するガイドライン 」を準用しているが、

同じ内容で県剣連として策定すべきか。
・ 剣道関係者が起こした勤務先や一般社会内での倫理規定違反行為はどの様に対処すべきか。
・ 全剣連へ匿名で通報があった場合、調査に多大な時間を要するので、情報ソースの提供をお願いしたい。
・ 単一の都道府県剣道連盟が除名等の処分をした場合、当該都道府県剣道連盟が全国の剣道連盟に実名等による通知

の可否について。
・ 今後も全剣連が行う処分は、何らかの方法で全国の剣道連盟に通知されるのか。
・ 相談窓口を明確にして、相談しやすい環境をつくってもらいたい。

有
70%

無
30%

有 無
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